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■計画策定の背景・趣旨・位置づけ

子ども・子育て支援新制度の趣旨に則った５か年計画「第２期桐生市子ども・子育て支援事業

計画」の終了に当たり、新たに令和７年度から令和11年度までの５年間を計画期間とする「第

３期桐生市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。

本計画は、令和４年に制定された「こども基本法」を受け、次代を担うこどもが、将来にわた

り幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指し、障がい、疾病、虐待、貧困、家族の状況

その他の事情により、社会的な支援の必要性が高いこどもやその家族を含む全てのこどもや子

育て世帯を支援の対象としています。

第２期計画と同様に「次世代育成支援対策推進法」に基づく「市町村行動計画」を一体化した

計画として、また、市の最上位計画「桐生市第六次総合計画（後期基本計画）」と福祉分野の包

括的計画「第４次桐生市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の下、こどもや子育て家庭に対する

施策を取りまとめるとともに、関連する他の計画と整合・調和した計画として策定しています。

■計画の基本理念

止まらない少子化の流れや深刻化するこどもの成育環境をめぐる課題を踏まえ、本

計画では、これまで以上に、こどもと子育て家庭への包括的な支援に取り組み、家庭環境などに

かかわらず、全てのこどもが健やかに成長できるよう、そして、親がこどもの成長に喜びや生き

がいを感じられるよう、第２期計画の基本理念を継承し、総合的なこども・子育て支援を推進し

ます。

こどもと親が輝くまち 桐生

桐生市第六次総合計画（後期基本計画）

第４次桐生市地域福祉計画
・地域福祉活動計画

第３期桐生市
子ども・子育て支援事業計画

次世代育成支援行動計画

●第９期桐生市高齢者保健福祉計画
●桐生市障害者計画・第７期桐生市障害福祉計画
・第３期障害児福祉計画

●第２期桐生市自殺対策計画
●元気織りなす桐生21（第３次）
（桐生市健康増進計画・桐生市食育推進計画・桐生市歯科口腔保健推進計画）

●桐生市男女共同参画計画（令和３年度～令和７年度版）
など
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■計画の基本的視点・基本目標・推進方策

本計画は、令和５年 12月に定められた「こども大綱」で示された基本的方針を踏まえ、次の

５つを計画の基本的視点とします。

こどもと若者の権利を守り、その最善の利益を図る視点
   こどもと若者のライフステージを通じて切れ目なく支援する視点
   良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図る視点
   こどもを持つ当事者のゆとりある子育てを支える視点
   SDGs とつながり、そのゴールの達成を図る視点

本計画では、基本理念及び基本的視点を踏まえ、各種の方策を「ライフステージを通した支援」、

「ライフステージ別の支援」、「子育て当事者への支援」に大別し、１０の基本目標の下に次のと

おり体系化しました。

�
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基本目標１ こども・若者の権利擁護
全てのこどもや若者が個性と人格を尊重され、その権利が守られるよう、市ホームページをはじめ様々な媒体で人権
に関する意識啓発を図るとともに、教育・学習の機会の充実を図ります。

基本目標２ 母親とこどもの健康の確保と増進
母性と乳幼児の健康の確保及び増進を図るため、保健・医療・福祉・教育等の分野間の連携と、地域における母
子保健施策等の充実を図ります。

基本目標３ こども・若者の安全の確保
こども・若者が交通事故や犯罪などの被害者となることを防ぐ環境の整備に努めるとともに、自殺予防のための取組
を推進します。

基本目標４ 困難な状況にあるこどもなどへのきめ細かな支援
貧困状態にあるこどもや虐待を受けたこどもへの支援、障がいのあるこどもなどへの支援の充実を図ります。

基本目標５ 子育てを支援する生活環境の整備
こどもとその保護者が、安心して暮らすことのできる地域の環境と住環境の整備を進めます。

�
�
�
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�
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基本目標６ 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援
妊娠し、こどもを持つことを望む人の希望が実現し、育児を始めるまでの期間、切れ目のない支援を提供します。

基本目標７ 乳幼児期の支援
全ての子育て家庭を支援するため、地域における様々な子育て支援サービス、保育サービスの充実を図り、こどもの
健全育成に努めます。

基本目標８ 学童期・思春期の支援
こどもにとって、身体も心も大きく成長する学童期、性的な成熟が始まり、他者や社会との関わりの中で自身の価値
を模索し、アイデンティティを形成する思春期。それぞれの時期に求められる教育や保健対策を推進し、次代の親へ
の成長を促します。

子
育
�
当
事
者
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基本目標９ 職業生活と家庭生活との両立の推進
仕事と家庭生活・子育てが無理なく両立できるよう、子育て当事者や企業などの関係者への働きかけを行うととも
に、家庭内での男女共同参画の促進に努めます。

基本目標 10 ひとり親家庭への支援
経済的な苦境に陥りがちな、ひとり親家庭が自立できるよう、自立相談や教育訓練給付、医療費の助成など、
様々な支援を行います。

1
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関連する SDGsの目標
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● ライフステージを通した支援

基本目標１ こども・若者の権利擁護
１ 人権を尊重する意識の醸成

自立した個人へと発達する過程にあるこども・若者が、多様な人格を持つ個人として尊重され、その

権利が保障されるよう、人権に関する周知活動の推進とともに、講座などの学習機会の充実を図ります。

基本目標２ 母親とこどもの健康の確保と増進
１ こどもや母親の健康の確保と小児医療の充実

妊娠・出産から新生児期及び乳幼児期を通して母子の健康が確保されるよう、各種の健診や保健指導、

新生児・乳児訪問指導、育児不安の解消を図るための相談指導などの充実を図ります。

２ 食育の推進

乳幼児期からの正しい食習慣の定着及び食を通じ豊かな人間性を形成するため、乳幼児期から思春期

まで、発達段階に応じた食に関する学習機会や情報の提供を行います。

基本目標３ こども・若者の安全の確保
１ こどもを交通事故から守るための活動の推進

こどもを交通事故から守るため、信号機や道路標識、外灯、ガードレールなどの交通安全施設を整備

するとともに、交通危険箇所での事故抑止対策を推進します。

２ こどもを取り巻く有害環境対策の推進

こども・青少年が健やかに成長できるよう、実社会における有害環境について把握するとともに、不

良行為の早期の発見と対処に努めます。

３ こどもを犯罪などの被害から守るための活動の推進

こどもを犯罪などの被害から守るため、犯罪などに関する的確な情報を提供するとともに、不審者情

報に基づくパトロール活動を推進します。また、インターネット空間でのトラブルや犯罪が顕在化・深

刻化していることを踏まえ、安全にインターネットを利用するための研修等を強化し、被害の未然防止

に努めます。

４ こども・若者の自殺対策

こどもの自殺を誘引する危険性の高い「いじめ」の防止対策を推進し、いじめの早期発見と即時の対

応に努めるとともに、こどもの悩みを受け止める相談事業を行います。

基本目標４ 困難な状況にあるこどもなどへのきめ細かな支援
１ 虐待の予防及び虐待を受けたこどもへの支援の充実

虐待の発生予防、また、起きた場合の早期発見と対応のため、児童相談所や要保護児童対策地域協議

会等との連携を強化し、相談対応から保護、アフターケアまで、切れ目のない総合的な支援を行います。

２ 障がい児施策の充実

障がいの原因となる疾病や事故の予防、障がいの早期発見と治療のため、また、障がいのあるこども

が身近な地域で安心して生活できるよう、年齢や障がいの種類、希望に応じた専門的な支援の充実を図

ります。

３ こどもの貧困に対する支援

家庭の貧困によってこどもの将来が閉ざされることのないよう、こどもの貧困対策を教育、生活、経

済の各面から総合的に推進します。
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■子ども・子育て支援事業における量の見込みと確保方策

施策目標 1 教育・保育施設の充実

区分 量・方策 単位 令和 7年度 令和 11年度

幼稚園・認定こども園
１号及び
２号認定

３～５歳児
量の見込み

人
338 290

確保方策 450 393

保育所・認定こども園 ２号認定 ３～５歳児
量の見込み

人
1,307 1,149

確保方策 1,307 1,179

保育所・認定こども園 ３号認定

０歳児
量の見込み

人
241 204

確保方策 241 222

１歳児
量の見込み

人
340 300

確保方策 414 395

２歳児
量の見込み

人
298 244

確保方策 362 321

施策目標 2 地域子ども・子育て支援事業の推進

事業名 量・方策 単位 令和 7年度 令和 11年度

利用者支援事業

基本型
量の見込み

か所
1 1

確保方策 1 1

こども家庭センター型
量の見込み

か所
1 1

確保方策 1 1

地域子育て相談機関
量の見込み

か所
11 11

確保方策 11 11
地域子育て支援拠点事業
(地域子育て支援センター事業)

量の見込み
人回/月

1,777 1,680
確保方策 1,777 1,680

妊婦健康診査事業

量の見込み

人回/年

4,022 3,517

確保方策

実施場所︓群馬県医師会及び足利市医師会
所属の医療機関等（それ以外は負担金対応）
検査項目︓妊娠週数に応じた適正な健康診査
実施時期︓受診票交付日から出産日まで

乳児家庭全戸訪問事業
(こんにちは赤ちゃん事業)

量の見込み

人

312 285

確保方策

実施体制︓桐生市母子保健推進協力会、市
の保健師
実施機関︓子育て相談課、新里保健センター、
黒保根保健センター

養育支援訪問事業

量の見込み

人

117 101

確保方策
実施体制︓市の保健師及び助産師等
実施機関︓子育て相談課、新里保健センター、
黒保根保健センター、群馬県助産師会

子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業
(その他要保護児童等の支援に資する事業)

確保方策 － 関係機関との連携強化及び要保護児童対策地
域協議会の機能強化

子育て短期支援事業
ショートステイ事業

量の見込み
人日/年

120 94
確保方策 120 94

トワイライトステイ事業
量の見込み

人日/年
12 10

確保方策 12 10
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事業名 量・方策 単位 令和 7年度 令和 11年度

子育て援助活動支援
事業
(ファミリー・サポート・セ
ンター事業)

０～５歳
量の見込み

人日/年
195 195

確保方策 195 195

小学生
量の見込み

人日/年
910 910

確保方策 910 910

病児・緊急対応強化事業
量の見込み

人日/年
10 10

確保方策 10 10

一時預かり事業
幼稚園型

量の見込み
人日/年

24,724 20,971
確保方策 24,724 20,971

幼稚園型を除く
量の見込み

人日/年
1,256 1,088

確保方策 1,256 1,088

延長保育事業
量の見込み

人
934 808

確保方策 934 808

病児・病後児保育事業
量の見込み

人日/年
3,619 3,135

確保方策 3,619 3,135
放課後児童健全育成事業
(放課後児童クラブ)

量の見込み
人

1,224 996
確保方策 1,946 1,946

実費徴収に係る補足給付を行う事業
量の見込み

人
3 3

確保方策 継続して実施
多様な事業者の参入促進・能力活用事業※1 － － －

子育て世帯訪問支援事業
量の見込み

人日/年
240 240

確保方策 240 240

児童育成支援拠点事業※2 量の見込み
人

69 69
確保方策 － －

親子関係形成支援事業
量の見込み

人
10 10

確保方策 10 10

妊婦等包括相談支援事業
量の見込み

回
1,080 942

確保方策 1,080 942

乳児等通園支援事業
(こども誰でも通園制度)
※3

０歳児
量の見込み

人日/年
84 60

確保方策 － 60

１歳児
量の見込み

人日/年
60 48

確保方策 － 48

２歳児
量の見込み

人日/年
60 48

確保方策 － 48

産後ケア事業
量の見込み

人日
196 179

確保方策 196 179

※1 多様な事業者の参入促進・能力活用事業は、必要に応じて事業の実施について検討を行います。

※2 児童育成支援拠点事業は、必要に応じて事業の実施について検討を行います。

※3 乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）は、令和８年度開始予定です。

第３期桐生市子ども・子育て支援事業計画【概要版】
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